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私の父には認知症があるのですが、その程度はまだ軽く、お金の管理等も全く
できないというわけではありません。民法で定められている成年後見制度（法定
後見制度）には３種類あると聞きましたが、その内容や違いを教えてください。
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法定後見制度は３種類あると聞きましたが、
どう違うのでしょうか。

今月のそうだん
権利擁護の権利擁護の
そうだんコーナーそうだんコーナー
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【姫路総合法律事務所　弁護士　土居 由佳】

成年後見制度は、財産等の管理能力、判断能力等が不十分な成年者（認知症高齢者、知的
障害者、精神障害者等）を支援するためのものですが、一方で、ご本人の自己決定権を尊重
する必要もあります。そこで民法では、本人の能力の程度に応じて、後見・保佐・補助の３つの

制度が定められており、それぞれ内容が異なっています。
まず、本人が事理弁識能力（物事を理解する能力）を常に欠いている場合には「後見」が相当と
なります。この場合には、裁判所から選任された後見人が、本人の代理人として全ての法律的な行為
を行うことができ、本人の行った契約行為等（日用品の購入等を除く）は後見人が取り消すことが
できます。
次に、本人の事理弁識能力が著しく不十分な場合には「保佐」が相当となります。この場合には、
不動産売買や遺産分割等の重要な財産的行為（民法１３条で列挙されています）を行うときに
保佐人の同意が必要となり、同意なく本人がした上記の行為は、保佐人が取り消すことができます。
最後に、本人の事理弁識能力が不十分な場合、「補助」が相当となります。この場合、重要な財産的
行為のうちの一部について、補助人の同意を必要とすることができ、同意なく本人がした行為は補助
人が取り消すことができます。ただし、補助の場合は、どの行為について補助人の同意を必要とする
かを決めるには本人の同意が必要です。
このように３種類の制度は、本人の能力に応じて、後見人等の権限の範囲が異なっており、家庭
裁判所の判断を経て、本人の能力に最も相応しい制度が適用されることになりますが、どの制度が
相当かを決定するに当たり、医師の診断書等が必要となっています。
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訂正の
お知らせ

先月お届けした「宍粟市社協 第２次地域福祉推進計画 ダイジェスト版」で間違いがありましたので、訂正いたします。
Ｐ２ ４つの推進目標のうち、「①自治会域での福祉のつながりづくりを進めます」の4行目 誤「各自治体」→正「各自治会」
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善意銀行善意銀行善意銀行
だよりだより

（9/1～9/30受付分）
（順不同、敬称は略させていただきます。）

◆金銭預託

◆物品預託

義援金総額（9月30日現在）

東日本大震災義援金
ご協力ありがとうございます

４，367，593円

☆供養として
　山崎町　鶴木
　山崎町　木ノ谷
　一宮町　須行名
　一宮町　河原田
　一宮町　嵯峨山
　一宮町　山田
　一宮町   能倉
　一宮町   倉床
   波賀町   上野
   波賀町　鹿伏
   波賀町　安賀
   波賀町　上野
　千種町　千草
　姫路市
☆米寿のお祝いの返しとして
　山崎町　高所
☆見舞い返し・快気祝いとして
　波賀町　小野
　波賀町　上野
　波賀町　戸倉
☆地域福祉のために
　山崎町　中野
　山崎町　宇原
　山崎町
　一宮町　須行名　
　波賀町　小野

井上　喜雄
上田　正和
八木　雄治
長田　章夫
森本　健治
藤原　憲男
稲垣　幸祐
林　　秀明
南田　直樹
小椋　昇一郎
前田　洋一
森本　哲人
高井　祥子
赤松　一美

衣笠　博

早川　明子
南田　直樹
上垣　健

成浦　はる子
T.M
匿名１件
松川板金工作所
上垣　義文

☆古切手ほか
　山崎町　中野
　山崎町　門前
　山崎町　大才町
　山崎町　門前
　山崎町　野
　山崎町　門前
　山崎町　門前
　山崎町　今宿
　山崎町　
　山崎町　紺屋町
　山崎町　宇原
　山崎町　加生
　山崎町　中山
　一宮町　須行名
　一宮町　河原田
　一宮町　三方町
　一宮町　
   波賀町   上野
   波賀町　上野
   波賀町　上野
   波賀町　小野
   波賀町　斉木
   波賀町　上野
　千種町　西河内
　千種町　河呂
　千種町　岩野辺
　千種町　黒土
　千種町　西河内
　千種町　西山
 宍粟市市民生活部市民課
 宍粟市産業部農業委員会事務局

成浦　はる子
段中　マツヨ
炭谷　つや子
工藤　フミ子
村田　民惠
石垣　映美
田中　保子
兵庫森林管理署
河東小学校児童会
有元　洋子
T.M
篠田動物病院
山本　孝子
安黒　民子
森下　富子
和田　治子
匿名１件
渡辺　澄子
ＪＡハリマ波賀営業部
岡前　ツタ子
上垣　義文
有元　久子
まるみ屋
内山　いよ子
ちくさの郷
内海　千代野
渡辺　謙市
戸井　ハル江
松下　康晴

 宍粟市産業部農業振興課
 宍粟市健康福祉部社会福祉課
 波賀生涯学習事務所
 波賀学校給食センター
☆食料品（配食サービスへ）
　♪野菜
　山崎町　　　河東グループ
　山崎町　　　つくし会
　山崎町　　　コスモスグループ
　山崎町　　　スマイルグループ
　山崎町　　　神野ことぶき会
　山崎町　　　伊水グループ
　一宮町　嶋田
　波賀町　小野
☆もち米 30kg
   波賀町　斉木　　　
☆米 30kg
   波賀町　斉木
   波賀町　
☆絵手紙（配食サービスへ）
　一宮町          西公文絵手紙の会
☆お見舞いカード（ 配食サービスへ）
　一宮町　　
☆写真立て ６５個
（ 上野地区８０歳以上の在宅の方へ ）
   波賀町　　　
☆コピー用紙 B5 2500枚
   山崎町　富士ノ町
☆ランドセル
   山崎町　梯

岡西　良枝
筧　　和子

藤原　晶子

樫谷　重忠
匿名１件

あけび会

上野しあわせ会

兵庫土建 宍粟支部

丸山　修

あたたかい善意の
預託ありがとうございました。

568,020円
金銭預託合計

善意銀行の活用　

　宍粟市社協では、自治会の行事や
ふれあいサロン、ふれあい喫茶等に
役立てていただこうと、善意銀行の預託
金を活用し、デ ジ タルビンゴやダーツ
などのゲーム用機材や綿菓子機を購入
し、無料で貸し出しをしています。

　これから計画される地域の行事や
イベントにぜひご活用ください。
　このように善意銀行は、地域の交流
を深めるために活用されています。　

写真は、８月２１日の
やすらぎ夏まつりで
綿菓子づくりに挑戦
する子どもたち

9/1～9/30受付分

155，928円14件

読者の
感想より 

権利擁護のそうだんコーナーで、成年後見制度について詳しく掲載されていたので、よかった。
参考になります。   （山崎町　女性）


